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★その他不動産の名義変更・会社・法人等の設立登記

●遺言書の書き方を知りたい方
●成年後見人を検討している方
●相続登記で悩んでいる方

●相続人に不在者がいて困っている方
●抵当権の抹消登記を忘れている方
●契約書を作成したい方

登記・相続・贈与についての無料相談　遺産相続トラブル防止のため登記・相続・贈与についての無料相談　遺産相続トラブル防止のため

相談時間：毎日9時~17時
糸満市糸満973番地
（糸満ロータリーそば）

相談時間：毎日9時~17時
糸満市糸満973番地
（糸満ロータリーそば）

司法書士
行政書士
司法書士
行政書士 994-5355994-5355
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）
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）

金城政敏事務所金城政敏事務所

何から始めていいのか…
相続相続

必要書類が必要書類が
いっぱい…いっぱい…

？？？？
面倒くさそうだし、費用も心配

…

誰かに相談できないかな？

広告

（道路交通法改正により）

タクシーのご用命はコチラ▼

耳 鼻
咽喉科かおる医院開院32年

おかげ様で

糸満市字潮平705-4 イ イ ミ ミ

（098）994-1133TEL
午前 09：00～12：00
午後 14：00～17：30
土曜午後 14：00～17：00

休診日
木・日

最短1時間で判定!!発熱時コロナPCR
ワクチン接種を実施中!!
新型コロナウイルス
11歳以下 のワクチン接種は、実施しておりません。

▶市民相談　市民生活に関する相談など
　日時　毎週月～金曜日、9時～16時
　場所　市民生活環境課 ☎840-8123（祝日は休み）
▶多重債務相談　司法書士による無料相談です
　日時　毎月第3水曜日、9時～12時
　場所　市民生活環境課（相談室） ☎840-8123
　定員　先着6人まで随時受け付け（要予約）
▶無料法律相談　弁護士による法律相談です
　日時　毎月第1・2・4水曜日、13時30分～15時30分
　場所　市民生活環境課（相談室） ☎840-8123
　定員　先着6人まで随時受け付け（要予約）
　お問い合わせ　市民生活環境課 ☎840-8123
▶行政相談　行政に関する意見や苦情など
　日時　毎月第1・2・3・4火曜日、14時～16時
　場所　市民生活環境課（相談室） ☎840-8123
　行政相談委員　上原宜恭、金城志満子、川満修
▶人権相談　親子・夫婦・扶養・相続・いじめなど
　那覇地方法務局 人権擁護課 ☎854-1215
　人権擁護委員　大城英孝、渡慶次英子、仲松美智子、
　金城盛憲、上原なおみ、上原博美、我謝正和、上原秀俊
▶こころの健康相談　精神保健福祉士が応じます
　日時　奇数月の第3水曜日、9時～11時（要予約）
　場所　健康推進課 ☎840-8126
▶健康相談　健康の悩みなど
　日時　①「栄養に関すること」毎月第1・3水曜日、9時～
　12時    ②「生活習慣病や健診結果のアドバイスなど」毎
　月第2・4水曜日、9時～12時
　場所　健康推進課 ☎840-8126
▶生活困窮相談　生活・仕事の悩みなど
　日時　毎週月～金曜日、8時30分～17時15分
　場所　サポートセンターきづき ☎840-8182
▶障がい者相談　市から委託を受けた人です
　身体障害者相談員　豊平朝清 ☎992-4741
▶障がい者（児）相談　生活・就労の悩みなど
　日時　毎週月～金曜日、8時30分～17時15分
　場所　障害者支援センター陽だまり ☎840-8468
▶高齢者相談　在宅介護・虐待に関する悩みなど
　場所　住所地を担当する地域包括支援センター
　糸満・高嶺・三和　いちまん ☎992-2150
　西崎・兼城　アイリス ☎995-8600
▶教育相談　不登校、青少年の悩みなど
　日時　毎週火・木・土曜日、10時～17時
　場所　市青少年センター ☎995-1957

お知らせ相 談 窓 口

消防団員
糸満市消防本部 992-3661

入団資格　糸満市内に在住または勤務している18
歳以上の健康な人

その他　団員は階級ごとに年間一定額の報酬が支
給されます。

募集関係

保育こども園課 840-8131
募集　フリー保育教諭・担任保育教諭・パート保育
教諭・短時間保育教諭・特別支援ヘルパー・事
務補助員
こども未来課 840-8191

募集　子供支援サポーター・子供の居場所運営主
任・子ども家庭支援員
介護長寿課 840-8133

募集　介護保険相談員・事務補助員
建設課 840-8138

募集　道路管理パトロール員
教育総務課 840-8160

募集　事務補助員（障がい者対象）
学校教育課 840-8165

募集　学習指導等支援員、特別支援教育支援員、
適応指導教室補助担当者、拠点型居場所運営支
援員

会計年度任用職員など 14246

農業集落排水処理施設への接続について

内容　農業集落排水処理施設は、10月2日に字真
壁地域の一部を供用開始区域に追加しましたので、
供用開始区域内にお住まいの人は、排水接続工
事をお願いします。また、接続に伴う排水設備工
事には補助金があります。お気軽にご相談ください。

その他　補助金について、新築工事は対象外です。

工務課 840-8162 18920

住生活総合調査にご協力ください

内容　12月1日、全国で住生活総合調査が行われ
ます。この調査は、住生活基本法に基づく住生活
の安定・向上にかかる総合的な施策を推進する
上で必要となる基礎資料を得ることを目的に実施
されます。調査対象世帯には、11月下旬調査票
が郵送されますので、オンラインまたは郵送にて回
答のご協力をお願いします。

令和5年住生活総合調査事務局
0120-169-037 18832

赤瓦屋根などの助成金について

内容　糸満市景観形成重点地区においては、風景
づくりの取り組みへの支援として、基準を満たす人
に、赤瓦屋根・外構・緑化にかかる費用の一部助
成を行っています。
助成額
　赤瓦屋根　工事費の1/2（限度額100万円）
　外構　工事費の1/2（限度額30万円）
　緑化　工事費の1/2（限度額20万円）
その他　米須集落重点地区については、外構と緑
化のみ助成対象となります。

まちづくり課 840-8141 19415

令和5年秋季全国火災予防運動について

内容　全国火災予防運動は、火災が発生しやすい
時季を迎えるにあたり、火災予防思想の一層の普
及を図り、火災発生の防止や高齢者を中心とする
死者の発生を減少させるとともに、財産の損失を
防ぐことを目的に実施されます。
期間　11月9日（木）～15日（水）
取り組み　市内で防火広報や立ち入り検査など

消防本部予防課 992-3661 18814

消防用設備などの点検・報告義務について

内容　建物には、各種の消防用設備などが設置さ
れていますが、これらは平常時に使用することがな
いため、いざというときに確実に作動し、機能を発
揮するか日頃から確認しておくことが重要です。こ
のため、消防法では、防火対象物関係者（所有者・
占有者・管理者）に対し、消防用設備などの定期
的な点検と消防機関へ報告を義務づけています。
点検報告義務に違反した場合、罰則があります。
火災が起きたときに、早期に発見・消火・避難が
できるように、しっかり点検しましょう!

消防本部予防課 992-3661 1978

住宅用火災警報器の設置・点検してますか？

内容　住宅用火災警報器の設置について、義務化
から12年が経過しました。古くなると電子部品の
寿命や電池切れなどで火災を検知しなくなること
があります。ひもを引っ張ったり、ボタンを長押しし
て正常に作動するか確認し、作動しない場合は、
機器本体を取り替えましょう。

消防本部予防課 992-3661 1971

市民ボランティア清掃について

日時　12月9日（土）　9時～11時
集合場所　糸満市役所庁舎南側　あまはじ付近
清掃場所　くくる糸満・糸満市役所・潮崎町周辺

教育総務課 840-8160 19309
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